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大分市中心市街地祝祭広場整備事業設計候補者選考に係る 

公募型プロポーザル第一次選考提出書類作成要領

  （1）第一次選考に提出する書類の様式は、様式２～１０による。 

  （2）用紙の大きさはＡ4判（様式２～９）、及びＡ３判（様式１０）とし、様式３

～８は必要に応じて複数枚可とし、様式２、９、１０は各１枚とする。 

 Ａ３判用紙については二つ折り、Ａ4判フラットファイルに左綴じとする。 

 業務の実施方針、技術提案書には、ロゴ、住所、会社名、氏名等が分かる表

示は付さないこと。 

（ 2）様式３（業務実施体制） 

     ・配置予定の広場デザイナー、管理技術者、照査技術者、その他担当者を記

載する。 

     ・担当者は担当業務ごとに代表担当者を記入する。 

     ・共同提案体の場合、「所属・役職・保有資格」の欄に会社名も記載する。 

  （３）様式４（配置予定者の経歴等） 

     ・配置予定者について経歴等を記載する。 

     ・配置予定者１名につき１枚以内で記載する。 

  （４）様式５（配置予定者が過去に従事した本広場設計と類似した業務実績又は関

連する業務実績(以下、「類似業務の実績」という。)） 

     ・配置予定者が過去に従事した類似業務の実績について記載する。ただし、

管理技術者については類似業務の実績を示すものとして、当該業務の実績

を示す書類を添付すること。 

     ・記載する業務は過去に完了した業務とする。 

     ・記載する業務数は、１名につき１件とする。 

     ・配置予定者１名につき１枚に記載すること。 

  （５）様式６（受賞実績） 

     ・配置予定者が類似業務の実績で受賞した履歴を記載する。 

     ・業務名、受賞した賞の名称、賞の授与者、受賞年を記載する。 

     ・複数を記載しても良いが、図面、写真等を引用する場合を含めて配置予定

者１名につき１枚とする。 
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  （６）様式７（特定業務委託共同提案体協定書） 

     ・共同して提案する場合は本協定書様式を使用し、複写したものを提出する

こと。 

  （７）様式８（履行体制に関する書面） 

     ・本業務を共同提案体で行う際には、各構成員の分担業務を具体的に記載す

ること。 

     ・分担業務や各構成員の役割が不明確な場合は選考しない場合があり得る。 

（８）様式９ （業務の実施方針） 

   ・業務の実施方針、業務フロー、市民との合意形成手法、特に重視する設計上

の配慮事項、その他の業務実施上の配慮事項等について簡潔に記載すること。 

・なお、業務の実施方針については、応募者の考え方を把握するための手段で

あり、設計業務時に必ずしも具現化するとは限らず、計画方針そのものも変

更の可能性がある。 

 （９）様式１０（第一次選考技術提案書） 

   ・第一次選考技術提案書は以下の特定テーマを内容とする。なお、提案にあた

っては既往計画との整合を図ること（※参照 大分市中心市街地祝祭広場整

備事業設計業務委託特記仕様書 特記事項３．既往計画等．既往計画） 

    ① 「祝祭広場」のコンセプト 

本市中心部における「祝祭広場」として期待される役割と活動のイメー

ジやストーリー等で記載すること。 

    ② 「祝祭広場」全体イメージスケッチ 

     上記のコンセプトを表す「祝祭広場」の全体イメージを、図絵・スケッ

チ等で記載すること。 

・なお、第一次選考技術提案書については、応募者の考え方を把握するための

手段であり、設計業務時に必ずしも具現化するとは限らず、計画方針につい

ても変更の可能性がある。 

・提案の作成にあたっては、以下の事項に留意すること。 

    １．提案は、基本的な考え方やストーリーを文章等で簡潔に記述すること。 

    ２．文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図により構成す

るものとする。 

（１０）第一次選考の選考基準は別紙に定める通りとする。 
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第一次選考 選考基準 

評価項目（配点 100 点） 評価の基準 配点 

応募者の事
務所の所在 

配置技術者 

Ａ：管理・照査とも市内業者 ５ 

Ｂ：管理・照査に市内業者が含まれる ３ 

Ｃ：市外業者のみ １ 

実施方針、 
業務フロー 
合意形成、 
配慮事項 

理解度 

目的、条件、内容の理解度があるかどうかにつ
いて以下のいずれかで評価する。 
Ａ：極めて高い １５ 

Ｂ：高い １２ 

Ｃ：中位 ８ 

Ｄ：やや低い ５ 
Ｅ：低い ２ 

実施手順 

実施フローの妥当性について以下のいずれか
で評価する。 

Ａ：極めて高い １５ 

Ｂ：高い １２ 
Ｃ：中位 ８ 

Ｄ：やや低い ５ 

Ｅ：低い ２ 

特定テーマ
に対する提
案 

特定テーマ① 
（コンセプト） 

テーマの内容を的確にとらえているかどうか
について以下のいずれかで評価する 

Ａ：極めて高い 40 
Ｂ：高い 30 

Ｃ：中位 20 

Ｄ：やや低い 10 

Ｅ：低い 5 

特定テーマ② 
（イメージスケッチ）

テーマの内容について的確かつ分かりやすく
表現できているかどうかについて以下のいず
れかで評価する 

Ａ：極めて高い ２５ 
Ｂ：高い １８ 

Ｃ：中位 １３ 

Ｄ：やや低い ８ 

Ｅ：低い 3 
合  計 100 



（様式２） 

第 一 次 選 考 提 出 書 類 

（業務委託名）  大分市中心市街地祝祭広場整備事業設計業務委託 

標記業務委託について第一次選考提出書類を提出します。 

平成30年  月  日   

大分市長  佐藤 樹一郎 殿 

（企業又は代表企業）住  所                  

電話番号                  

商号又は名称                  

代表者職氏名               

連絡担当者                  

（担当者）部署名 

氏名   

電話番号 

FAX番号 

Ｅ-mail 



（様式３） 

業務実施体制 

 配置予定者名 所属・役職・保有資格 担当する分担業務の内容 

広場 

デザイナー 

管理 

技術者 

照査 

技術者 

担当者 

担当者 

注１：氏名にはふりがなをふること 

注２：所属・役職については、共同提案体の場合は、会社名等も記載すること。 

注３：担当業務は、技術提案書の実施方針のフローに記載する業務別に記載する。 

注４：管理技術者、照査技術者、担当者欄は、必要に応じて適宜追加すること。 



（様式４） 

配置予定者の経歴 

（○○者の経歴） 

① 氏   名     ② 生年月日      年 月 日 

③ 所属・役職     

類似業務実績（３件まで） 

業 務 名 業 務 概 要 発注機関 履行期間 

（○○者として従事）様式３に詳述

注：○○者には、広場デザイナー、管理技術者、照査技術者、他の業務担当者の各名称を記述する。



(様式５) 

配置予定者の類似業務実績 

（○○者 氏名    ） 

業 務 名  

業 務 金 額  

履 行 期 間  

発 注 機 関 名 

住 所 

Ｔ Ｅ Ｌ  

業 務 の 概 要  

業務の特徴等

当 該 者 の

業務担当の内容

注：○○者には、広場デザイナー、管理技術者、照査技術者、他の業務担当者の各名称を記述する。 



(様式６) 

受賞実績 

（○○者 氏名    ） 



(様式７) 

特定業務委託共同提案体協定書 

（目  的） 

第１条 当共同提案体は、大分市発注による大分市中心市街地祝祭広場整備事業設計業務委託を共同

連帯して履行することを目的とする。 

（名  称）  

第２条 当共同提案体は、○○○○共同提案体（以下「共同提案体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 当共同提案体は、事務所を○○○○に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当共同提案体は、○○○○に成立し、第１条に規定する委託の完了後３月を経過するまでの

間は、解散することができない。 

２ 業務委託を請け負うことができなかったときは、当共同提案体は、前項の規定にかかわらず、当

該業務委託に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 当共同提案体の構成員は、次のとおりとする。 

 所 在 地 ○○○○ 

 商号又は名称 ○○○○ 

 所 在 地 ○○○○ 

 商号又は名称 ○○○○ 

（代表者の名称） 

第６条 当共同提案体は、（商号又は名称）○○○○を代表とする。 

（代表者の権限） 

第７条 当共同提案体の代表者は、第１条に規定する委託の履行に関し、当共同提案体を代表してそ

の権限を行うことを名義上明らかにした上で、契約に関する権限、発注者、監督官庁等と折衝する

権限並びに請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当共同提案体に属する財産

を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の出資の割合等） 

第８条 当共同提案体の各構成員の業務分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき

発注者と契約内容の増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 

    ○○○○業務（商号又は名称）○○○○ 

○○○○業務（商号又は名称）○○○○ 

○○○○業務（商号又は名称）○○○○ 

○○○○業務（商号又は名称）○○○○ 

２ 前項に規定する分担業務の価額（第９条に規定する運営委員会で定める）については、別に定め

るところによるものとする。 



(様式７) 

（運営委員会） 

第９条 当共同提案体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務委託の履

行の基本に関する事項、資金管理方法、下請共同提案の決定その他の当共同提案体の運営に関する

基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、第１条に規定する業務委託の履行に当たるものと

する。 

（構成員の責任） 

第 10 条 各構成員は、第１条に規定する業務委託の請負契約の履行及び下請契約その他の業務委託

の実施に伴い当共同提案体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 

（取引金融機関） 

第 11 条 当共同提案体の取引金融機関は、○○○○銀行とし、代表企業の名義により設けられた別

口預金口座によって取引するものとする。 

（決  算） 

第 12 条 当共同提案体は、第１条に規定する業務委託の完了後、当該業務委託について決算するも

のとする。 

（利益金の配当の割合） 

第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合に応じ構成員に利益金を

配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合に応じ構成員が欠損金を負

担するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 

（業務委託途中における構成員の脱退に対する措置） 

第 16 条 構成員は、発注者及び他の構成員の承諾がなければ、当共同提案体が第１条に規定する業

務委託の完了する日までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち業務委託途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構

成員が共同連帯して業務委託を完了する。 

３ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じ

た場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除し

た金額を返還するものとする。 

４ 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 

（構成員の除名） 

第 16 条の２ 当共同提案体は、構成員のうちいずれかが、業務委託途中において重要な義務の不履

行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認によ

り当該構成員を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 



(様式７) 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第４項までを準用する

ものとする。 

（業務委託途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第 17 条 構成員のうちいずれかが業務委託途中において破産し、又は解散した場合においては、第

16条第２項から第４項までを準用する。 

（解散後の瑕疵担保責任） 

第 18 条 当共同提案体が解散した後においても、当該業務委託につき瑕疵があったときは、各構成

員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

 ○○○○ほか○社は、上記のとおり特定業務委託共同提案体協定を締結したので、その証拠として

この協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 

平成  年  月  日 

商号又は名称 ○○○○ 

代 表 者 ○○○○   

商号又は名称 ○○○○ 

代 表 者 ○○○○   



(様式８) 

履行体制 

（注）1．「担当する業務の範囲・内容」には、各構成員の分担業務が分かるよう具体的に記載するこ

と。なお、分担業務が不明確な場合は、選考しない場合があることに留意すること。 

（共同提案体名   （代表者）  

○○共同提案体 

  ○○株式会社 

  担当する業務の

範囲・内容 

・○○ 

・○○ 

   （構成員）  

   ○○株式会社 

   担当する業務の

範囲・内容 

・○○ 

・○○ 

   （構成員）  

   ○○株式会社 

   担当する業務の

範囲・内容 

・○○ 

・○○ 

   （構成員）  

   ・・・・・ 



（様式９）

業務の実施方針

（実施方針は、①業務の実施方針、②業務フロー、③市民との合意形成手法、④特に重視する
設計上の配慮事項、⑤その他の業務実施上の配慮事項等を簡潔に記載すること。）



第一次選考技術提案書 （様式10）

・会社名等の提案者が特定できる事項は記載しないでください。

・用紙サイズはＡ３です。

・用紙の余白は10ｍｍ以上としてください。

・記載している外枠の表現は任意とする。

・様式10の記載欄内における表現方法等については、提出者の自由とします。（縦、横自由）


